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北九州市告示第２９４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により

、不動産又は不動産に関する権利等を保有する地縁による団体を次のとおり認

可した。 

  令和３年７月２７日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 認可地縁団体の名称 

新屋敷自治会 

２  規約に定める目的 

  地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資

すること。

３ 区域 

  北九州市若松区大字有毛１３５０番地、１３５２番地１、１３７０番地、

１３９１番地、１３９３番地２、１３９８番地、１４３５番地、２２９９番

地、２３２５番地１１、２３２６番地、２４２７番地２、２４６２番地１、

２５６５番地、２５７３番地３、２５７５番地５、２５７５番地６、２５８

１番地４、２５８６番地１、２５８８番地、２５９７番地１、２６０３番地

、２６２２番地２、２６４２番地、２６４８番地、２６４９番地、２６５０

番地、２６５２番地、２６６１番地、２６６２番地２、２６７８番地、２９

１８番地１、２９１８番地２、２９７４番地、２９７５番地、２９８８番地

、２９９１番地４、２９９４番地、２９９７番地、２９９８番地２、３００

０番地、３０１８番地、３０２３番地、３０４３番地及び３０７２番地 

４ 主たる事務所 

  北九州市若松区大字有毛２９９４番地 

５ 代表者の氏名 

  天野 昇 

６ 代表者の住所 

  北九州市若松区大字有毛３０１８番地 

７ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務代行者の選任の有無 

  代表者の職務執行の停止の有無 なし 

  職務代行者の選任の有無 なし 

８ 代理人の有無 なし 

９ 規約に定める解散事由 

地方自治法第２６０条の２０の規定による。 

１０ 認可年月日 
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令和３年７月２７日 
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北九州市公告第５３３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  令和３年７月２７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域又は工区に含まれる地域の

名称 
開発行為者 

北九州市小倉南区沼本町三丁目９４

１番１及び９４１番８から９４１番

２４まで 

福岡市中央区高砂二丁目８番１号

セキスイハイム九州株式会社 

代表取締役 久宗弘和 
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